
 

 

海外の旅行予約サイトを活用した外国人観光客向け宿泊商品造成・販売促進業務 

企画提案募集要項 

千葉県への訪日旅行の促進と消費拡大に向けて、外国人観光客が多く利用する海外の 

旅行予約サイトの商品内容の磨き上げを図るとともに、掲載・販売されている県内宿泊  

商品の認知度向上や販売促進につなげる事業を実施する。 

ついては、下記により企画提案を募集する。 

 

１ 業務名 

海外の旅行予約サイトを活用した外国人観光客向け宿泊商品造成・販売促進業務 

 

２ 委託業務の内容 

「海外の旅行予約サイトを活用した外国人観光客向け宿泊商品造成・販売促進業務 

委託 企画提案仕様書」（以下「仕様書」という。）に記載したとおり。 

 

３ 業務の実施方法 

  企画提案を募り、審査・選考を経て１団体を決定し、業務を委託する。 

 

４ 応募資格 

次の全ての要件を満たすこととする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）千葉県物品等入札参加資格（委託）を有する者であること。 

（３）募集開始の日から審査完了までの間に、千葉県物品等一般競争入札参加者及び指名

競争入札参加者の資格に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。 

（４）募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名

停止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約

に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者である 

こと。 

（５）宗教活動や政治活動を主たる目的とした者ではないこと。 

（６）選考委員会の委員に該当しないこと。 

（７）選考委員会の委員が自ら主宰し、役員、顧問若しくは構成員として関係する法人  

及びその他の組織でないこと。 

 

 

 



 

 

５ 応募期間等 

（１）応募期間 令和６年６月２５日（火）から 

令和６年７月１２日（金）午後５時まで（必着） 

（２）応募方法 メールまたは電子申請システムの応募フォームから応募 

※メールの容量（７MB まで受信可能）に注意すること。 

（３）提 出 物 企画提案書 

※「８ 提案書作成上の注意」に沿って作成すること。 

（４）提 出 先 千葉県商工労働部観光政策課誘客企画室 

 

６ 質問の受付 

本件に関する質問については、メールにて受け付ける。 

ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 

（１）受付期限 令和６年７月２日（火）午後５時まで 

（２）送 付 先 千葉県商工労働部観光政策課誘客企画室 

メール tourism@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

７ 提案書作成上の注意 

（１）形  式 ＰＤＦファイル（横書き） 

※印刷時にＡ４サイズ横向きとなるように作成すること。また、全体の

頁数は表紙及び目次を除いて全体で３０頁以内とすること。 

（２）提案書に記載する内容 

ア 表紙 

   表紙に記載すべき内容は以下のとおり。 

   ・宛名「千葉県知事」 

・タイトル「海外の旅行予約サイトを活用した外国人観光客向け宿泊商品造成・

販売促進業務」企画提案書 

・提出年月日 

・団体所在地、団体名（社名）、代表者の職氏名 

イ 目次 

  表紙の次の頁に以下の記載事項や提案項目の記載箇所が分かるよう、目次を入れ

ること。 

ウ 記載事項 

企画提案書には、日本語での記述により以下の事項を記載すること。 

①団体概要 

 （所在地、名称、代表者職氏名、社員数、連絡先、主な事業内容については、必ず                                       

記載すること） 

②類似業務の受託実績：２例まで 

（業務内容の概要が分かるよう記載し、業務の一部のみを受託した場合は、業務



 

 

の全体と応募者の受託した範囲とが分かるようにすること） 

③本業務の実施体制 

（本業務の責任者や予定している担当者の経験年数及び経歴等については、  

再委託を予定している場合の再委託先も含めて記載すること） 

④業務実施スケジュール 

⑤見積額及びその内訳 

・仕様書の業務内容及び本企画提案の内容を実施するために必要な全ての経費を

算定すること。 

    ・見積書の項目（内訳）は、できるだけ詳細に分類して記載すること。 

エ 提案項目 

企画提案書には、以下の項目を必ず盛り込むこと。 

①本業務で活用する海外の旅行予約サイトの提案（２サイト以上） 

 （予約サイト毎に利用会員数や月間訪問者数、掲載商品数等の数値とともに、  

訪日旅行者の獲得手段として有効である理由や、商品掲載に際しての契約条件等

を記載すること。） 

②出張セミナーの具体的な講演内容及び予定している講師の情報等 

③個別相談会等の内容や実施方法等 

   ④特集ページ及び誘導広告等についての具体的な内容等 

    （特集ページについては、構成や公開範囲（言語や対象市場（国・地域））※１等

を載すること。誘導広告については、実施期間や対象市場（国・地域）※１を設定   

する場合、理由と併せて記載すること。また、広告の種類ごとに期待される効果

（目標数値）を明示すること。なお、特集ページ及び誘導広告等の具体的な内容

等は予約サイト毎に記載する※２こととする。） 

※１ 県の情報発信の重点エリアは、東アジア（主に台湾等を想定）・東南アジア（主に   

タイ、マレーシア、シンガポール等を想定）・欧米豪（主に英語圏）であることを 

考慮に入れること。 

※２ 実施できない予約サイトについては、販売促進のための代替案を記載すること。 

 

⑤本事業に対しての効果測定方法及び内容 

    （目標についても記載すること。） 

 

（３）提案にあたっての留意事項 

提案内容は、採用された場合に、受託者が責任をもって確実に実現できるものを  

提案することとし、本業務に係るすべての経費は本業務の委託料に含むこととする。 

 

８ 審査・選考方法 

（１）選考委員会において、原則として、提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングに

よる審査を行い、その中で最も優れた提案をした団体を委託先候補に選定する。 



 

 

（２）選考委員会は、令和６年７月中下旬に実施予定である。 

詳細については、応募者に別途連絡する。 

（３）プレゼンテーション・ヒアリングを実施する場合で、応募者が５者を超えたときは、

あらかじめ事務局（観光政策課）が企画提案書の書類審査を行い、選考委員会の  

審査対象となる団体を５者選定する場合がある。 

（４）審査基準 

項 目 審査基準 

業務内容の理解 事業の趣旨を十分に理解した企画提案となっているか。 

類似業務の経験 類似業務の実績があるか。その内容は評価できるか。 

業務遂行能力 

業務実施スケジュールは、仕様書及び提案内容の実行が 

可能なスケジュールとなっているか。 

業務の実施体制は、仕様書及び提案内容を効果的に実施 

できる体制となっているか。 

事業効果（１） 

提案のあった、活用する海外の旅行予約サイトは、県内の

宿泊商品の認知度向上や販売促進に対して効果的な予約サ

イトか。 

また、県の情報発信の重点エリアにおいても多く利用され

ている予約サイトか。 

事業効果（２） 

出張セミナー及び個別相談会等の提案内容は、県内の宿泊

事業者に本事業への参画を促し、外国人向けに商品内容を

磨き上げることに繋がるような効果が期待できる内容か。 

事業効果（３） 
販売促進のための広告業務の提案内容は、掲載商品等の消

費者への認知度向上等の効果が期待できる内容か。 

経費の合理性 

所要経費・算定根拠が明確に示されており、合理的な内容

となっているか。また、費用に対する効果が期待できる 

内容か。 

（５）選考結果は、応募者全員にメール又は郵送で通知する。 

 

９ 提案の無効に関する事項 

次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）応募資格が無い者が提案したとき。 

（２）所定の期限までに定められた方法で提案書を提出しないとき。 

（３）同一の企画提案募集に対して、２以上の提案をしたとき。 

（４）同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。 

（５）同一の企画提案募集に対して、２以上の代理人をしたとき。 

（６）提案に関連して談合等の不正行為があったとき。 

（７）見積書の金額、住所、氏名、印影、若しくは重要な文書の誤脱、又は認識しがたい

見積又は金額を訂正した見積をしたとき。 



 

 

（８）提案内容が、千葉県の品位を傷つけるおそれ、若しくは正しい理解の妨げになる  

おそれのあることが判明したとき。 

（９）法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき。 

（10）提案内容が、特定の団体や個人等を支援するものであるとき、又はこれらを支援  

若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。 

（11）選考委員会を欠席したとき。 

（12）その他、審査を行うにあたって、県が無効であると判断したとき。 

 

１０ 委託契約 

選考により決定した企画提案の提出者を委託先候補とし、詳細な業務内容及び契約 

条件等について協議し、合意した後、委託契約を締結する。 

（１）契約期間 契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

（２）契約に係る主な留意事項 

ア 提案書及び選考委員会は、提案内容及び応募団体の審査・選考のために行うもの

であり、選考結果は提案内容をそのまま了承するものではなく、必要に応じて  

内容の一部を変更する場合があるので留意すること。 

イ 業務委託仕様書は、提案内容をもとに県が作成する。 

ウ 契約にあたっては、千葉県財務規則第９９条の規定により、契約金額の百分の  

十以上の契約保証金を納めること。なお、同条項第２項第１号から第７号に該当

する場合には、契約保証金が免除される場合がある。 

エ 業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

なお、業務の一部の再委託については、高い事業効果が見込めると県が判断した 

場合は認めるものとする。 

（３）業務委託料 

委託料の金額は、消費税及び地方消費税込みで１６，９９４，４５０円（消費税及

び地方消費税を含む）を上限とする。 

委託料の支払いは、精算払いとする。 

 

１１ その他 

（１）企画提案に要する経費は、全て応募者の負担とする。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）提出された書類等は千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に   

基づき開示する場合がある。 

（４）提出された書類等は、必要に応じて複写する。 

（５）選考後に企画提案書に虚偽の記載が確認された場合には、採用を取りやめる場合が

ある。 

（６）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 


